
   甲賀市介護職員等家賃補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、介護職員等の確保及び継続就労を促すため、就労に当たり他

市区町村より転入し、市内の介護事業所に就職する者に対し、居住する民間賃貸

住宅の家賃の一部を予算の範囲内において交付することに関し、甲賀市補助金等

交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）、甲賀市行政サービス制限条例（平成

２２年甲賀市条例第１８号）及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則（平成２

２年甲賀市規則第１６号）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 介護事業所 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定に基づく指

定居宅サービス事業、指定地域密着型サービス事業、指定居宅介護支援事業、

指定介護予防サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業及び指定介

護予防支援事業を行う事業所並びに介護保険施設であって、市内に所在するも

のをいう。 

 （２） 介護職員等 介護事業所に勤務し、訪問介護員、介護職員（通所・入所）、

看護職員又は介護支援専門員として介護事業所の利用者に対し、サービスを提

供するものをいう。 

 （３） 民間賃貸住宅 介護職員等が自己の居住の用に供するために住宅の所有

者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるもの

を除く。 

  ア 公営住宅及び雇用促進住宅 

  イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅 

  ウ 介護職員等の１親等の親族が所有している住宅 

 （４） 家賃 民間賃貸住宅に係る賃貸借契約に定められた賃借料（共益費、管

理費、駐車場使用料その他の居住以外の費用を除く。）の月額をいう。 

 （５） 正職員 正規雇用の者であって、雇用期間を限定することなく雇用され

ているものをいう。 



 （６） 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全て

の手当等の月額をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 （１） 第５条に規定する申請の日（初回の申請に限る。以下「初回申請日」と

いう。）前１年以内から引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者（外国

籍の者にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４

５の表の上欄に掲げる者の区分が特別永住者又は中長期在留者であり、かつ、

在留資格が永住者と記録されている者）であること。 

 （２） 初回申請日前１年以内に市内に所在する介護事業所に採用された介護職

員等で、正職員として勤務している者であること。 

 （３） 民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、居住していること。 

 （４） 住宅手当を受給していること。 

 （５） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。）の滞納がないこと。 

 （６） 家賃について、この告示に基づく補助金とは別に県又は本市の補助金等

の交付を受けていない、又は受ける予定がないこと。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の月額は、家賃の月額から当該家賃に係る住宅手当及びその他の補

助制度等の補助額を差し引いた額の２分の１の額（その額に、１，０００円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）又は２万円のいずれか少ない額と

する。 

２ 前項の補助金は、補助対象者１人当たり最大２４月分とする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、介護職員

等家賃補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

 （１） 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し 

 （２） その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 



第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付

の可否を決定し、介護職員等家賃補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

 （申請内容の変更） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、申請の内容に変更が生じたときは、介護職員等家賃補助金変更交付申

請書（様式第３号）に第５条各号に規定する書類のうち変更に係るものを添えて、

速やかに市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは介護職員等家賃補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により交付

決定者に通知する。 

 （実績報告） 

第８条 交付決定者は、介護職員等家賃補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲

げる書類を添えて、補助金の交付期間のうち当該年度の４月分から９月分までを

前期分として１０月１５日までに、１０月分から翌年３月分までを後期分として

翌年度の４月１５日までに市長に提出しなければならない。 

 （１） 家賃の支払を証明する書類 

 （２） 住宅手当の受給を証明する書類 

２ 前項の規定にかかわらず、４月分から９月分までの前期分について１０月１５

日以後に交付の決定を受けた者にあっては、当該決定を受けた日から起算して３

０日を経過した日又は翌年度の４月１５日のいずれか早い日までに提出しなけれ

ばならない。 

 （補助金の額の確定及び交付） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審

査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、介護職員等

家賃補助金額の確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとす

る。 

２ 市長は、前項の通知を受けた者から介護職員等家賃補助金交付請求書（様式第

７号）により補助金の交付請求があったときは、補助金を交付するものとする。 

 （補助金の返還等） 



第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その

全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （１） 補助金の交付決定に係る民間賃貸住宅の賃貸借契約を終了したとき（終

了した賃貸借契約に代わり新たに民間賃貸住宅として賃貸借契約を締結した場

合を除く。）。 

 （２） 市内に所在する介護事業所の正職員でなくなったとき。 

 （３） 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

 （４） 法令又はこの告示に違反したとき。 

 （５） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 （その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  


